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ご利用方法のご案内（相談・セミナー） 

 

TOKYO 創業ステーションをご利用いただく際のユーザー登録方法及び相談予約・セミナ

ー予約方法についてご説明いたします。 

ご不明な際は、本資料の末尾に記載の連絡先へお気軽にお問い合わせください。なお、

資料中の説明画像はパソコン上の画面で説明しておりますが、スマートフォンからも同様

の手順でお申込みいただけます（画面やボタンの配置が多少異なります）。 

 

【はじめに】 

 ・TOKYO 創業ステーション(下記 URL)は、都内で創業を目指す方の支援(相談・セミナ

ー)を行う場所であり、丸の内 明治安田生命ビル低層棟１F 及び２F にあります。 

  URL: https://startup-station.jp/ 

 ・１F は、起業に興味を持った方や起業しようか迷っている段階の方を対象とし、２F は、

起業に向け、アイデアを具現化しようとしている方を対象とし、プランコンサルタン

ト等の相談員が事業計画書の策定を支援します。 

 ・２F のプランコンサルタント利用にあたっては、「プランコンサルティング利用要件」

を御確認下さい。 

 

【メンバー登録方法】 

① インターネットに接続できる環境から、創業支援システム(下記 URL)へ接続し､「メン

バー登録申込画面」を開きます。 

本システムをご利用時には、ブラウザの「戻る」ボタンは使わないようご注意ください。 

 URL: https://startup-station.jp/mypage/ECA0101 

 

② メンバー登録情報を入力し、規約を一読後、同意して頂く必要があります。 

https://startup-station.jp/
https://startup-station.jp/mypage/ECA0101
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③ ②の同意チェックをして頂くと「登録」ボタンが有効となりますので、「登録」ボタン

を押下して下さい。 

登録頂いたメールアドレスに「【TOKYO 創業ステーション】仮登録完了と本登録のお

願い」のメールが送信されますので、そのメールに記載の URL を押下して頂くと登録

に関する操作は完了となります。 

なお、仮登録後、48 時間以内に本登録していただかないと、リンクが無効となり､ 

 再度仮登録のお手続きが必要となりますので、ご注意ください。 

④ 本操作後、本登録完了のメールを受け取り､内容を御確認下さい。 
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プランコンサルティング利用要件 

 

プランコンサルティング（以下、「本相談対応」という。）をご利用いただくためには、

下記の１～４に該当しているかご確認の上、下記５の注意事項を遵守頂くことが要件とな

ります。 

 

１ 下記の（１）（２）のいずれかを満たしていること。 

(1)   東京都内で新たな事業展開をめざす創業者であること（都外在住の方でも利用可

能）。 

(2)   原則として、開業（法人登記）から概ね 5 年未満であり、以下のいずれかに該当

する会社（都内において主たる事業所を有し、事業活動を行っていること）又は個

人事業主（納税地が都内であること）であること。 

 製造業・その他※：資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下 

※ ソフトウェア業、情報処理サービス業も含む。 

卸売業：資本金 1 億円以下又は従業員 100 人以下 

サービス業：資本金 5 千万円以下又は従業員 100 人以下 

小売業：資本金 5 千万円以下又は従業員 50 人以下 

※ ただし、休眠会社の買い取り等による創業などを除外するものではなく、実質面

を重視します。 

 

２ 創業する業種が下記の業種に該当しないこと。 

業種 摘要 

農業 左記業種については、原則利用不可だが、以下の事業については、利用可。 

・荒茶、仕上茶の製造業 

・蚕種製造業 

・蚕種製造の請負業         かつ 造加工設備を有するもの。 

・菌床栽培方式きのこ生産業 

・かいわれ大根製造業 

・人工ふ卵設備を有する鶏卵ふ化業 

農業的サービス業 左記業種については、原則利用不可だが、以下の事業については、利用可。 

・人工ふ卵設備を有するふ卵請負業 

・獣医業 

・家畜貸付業 

・園芸サービス業 

・蹄鉄修理業 

林業 左記業種については、原則利用不可だが、以下の事業については、利用可。 

・木材伐出業及び木材伐出請負業 

・製造加工設備を有する製薪業（請負含む）と木炭製造業（請負含む） 

狩猟業 全業種 利用不可 

漁業 全業種 利用不可 

水産養殖業 左記業種については、原則利用不可だが、加工まで一貫して行う真珠養殖業につい

ては、利用可。 

卸売業のうち右に該当す

るもの 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（「風営法」という）第 2

条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業（店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性

風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店

舗型電話異性紹介営業）を営むものは､利用不可。 

小売業（飲食店を除く）

のうち右に該当するもの 

物品賃貸業のうち右に該

当するもの 

宿泊業のうち右に該当す

るもの 

風営法第 2 条第 6 項第 4 号に規定する店舗型性風俗特殊営業（モーテル、ラブホ

テル等）を営むものは､利用不可。 

 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ付随サービス業

のうち右に該当するもの 

風営法第 2 条第 8 項に規定する映像送信型性風俗特殊営業（アダルトサイト）を営

むものは､利用不可。 
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業種 摘 要 

飲食業のうち右の①または②に該当するも

の 

① 風営法第 3 条の風俗営業の許可を受けているもののうち、

社会的批判をうける恐れのあるもの、または特に高級なもの

は、利用不可。 

② 風営法第32条の深夜における飲食店の規制の適用を受けて

いるもののうち、特に高級なものは、利用不可。 

特殊浴場業のうち風俗関連営業 全業種 利用不可 

娯楽業のうち風俗関連営業 全業種 利用不可 

競輪・競馬等の競走場 全業種 利用不可 

競輪・競馬等の競技団 全業種 利用不可 

パチンコホール 全業種 利用不可 

ビンゴゲーム場 全業種 利用不可 

射的場・スロットマシン場 全業種 利用不可 

芸ぎ業 左記業種については、原則利用不可だが、置屋及び検番について

は、利用可。 

競輪・競馬等予想業 全業種 利用不可 

場外馬券及び車券売場 全業種 利用不可 

芸ぎ周旋業 全業種 利用不可 

興信所のうち身元調査等個人のプライバシ

ーに係わる調査を主に行うもの 

全業種 利用不可 

易断所・観相業 全業種 利用不可 

相場案内業 全業種 利用不可 

集金業・取立業 左記業種については、原則利用不可だが、公共料金またはこれに

準ずるものに関する集金・取立業については、利用可。 

学校 学校法人が経営するものは、利用不可。 

宗教・政治・経済・文化団体その他の非営

利事業及び団体 

全業種 利用不可 

 

３ 下記のいずれかの企業形態であること。ただし、ボランティア等、完全に非営利目的

の場合等、ご利用できない場合もあります。 

個人、会社法に規定される法人形態、特定非営利活動法人、企業組合、協業組合、士

業法人、一般社団法人・一般財団法人、LLP（有限責任事業組合）、法人登記を伴うい

わゆる大学発ベンチャー・社内ベンチャー 

 

４ 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）第 2 条第 2 号に規定

する暴力団をいう。）に該当しないこと。また、代表者、役員又は使用人その他の従業員

若しくは構成員に暴力団員等（条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団員及び同条第 4 号に

規定する暴力団関係者をいう。）に該当する者がいないこと。 

 

５ 注意事項 

○ 起業の形態、相談内容等によっては、支援が受けられない事業がある。 

○ 代表者や役員が公序良俗に反する行為をした場合又は公序良俗に反する事業と公社

が判断した場合、並びに公社が虚偽の申請と判断した場合、支援を中止する。 

○ 本相談対応は、利用者に対する認定や承認等を公式に与えるものではないため、本

相談対応と関連付けた「認定」「承認」「証明」「推奨」「推薦」等の、他者に誤解を与

えるような表現は使わないこと。 

○ 本相談対応での録音・録画は許可がない限り禁止する。 

○ 本相談対応は、意思決定のための助言であり、最終決定・行動等は自己責任にて実

施すること。また、代表者以外の方が本相談対応を利用する場合は、代表者の委託で

あることを証明すること。 

○ 事業計画書策定支援終了書は､相談者の名義で発行する。 
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【相談予約方法】 

プランコンサルタント相談の場合、初回利用の際は、①～⑩の手順で予約して下さい。2 回

目以降については、⑦～⑩の手順で予約して下さい。 

また、専門相談(司法書士、社会労働保健士、税理士、弁護士、知財アドバイザー)､融資相

談の場合は、⑦～⑩の手順で予約して下さい。 

 

［プランコンサルタント相談：初回利用時］ 

① マイページの右上のメニューを押下し、「プランコンサルティング利用申請」を選択。

 

 

 

 

② 「新規利用申請」を押下し、申請内容を入力する。入力後、「登録」ボタンを押下する。 

ここをクリック！ 

ここをクリック！ 
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③ 「プランコンサルティング利用申請情報一覧」の審査ステータスが「審査中」であるこ

とを確認する。 

④ また、ユーザー登録したメールアドレスに「【TOKYO 創業ステーション】プランコンサ

ルティングの利用申請を受け付けました」旨のメールが届くので確認する。 

※申請後、事務局にて申請内容等確認しますので、承認まで営業日２～3 日程度要します。 

⑤ 事務局から「【TOKYO 創業ステーション】プランコンサルティングの利用申請を承認し

ました」旨のメールを受け取った後、マイページの右上のメニューを押下し、「起業・

創業相談を予約する」を選択する。 

 

⑥ または、マイページの「起業・創業相談を予約する」を押下する。

 

  

ここをクリック！ 

ここをクリック！ 
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［プランコンサルタント相談：2 回目以降の利用時］ 

⑦ 下記「相談検索」画面より希望する日、相談員等を選択し、検索ボタンを押下する。 

 

相談員のプロフィールは、以下の URL にありますので、ご予約時の参考にして下さい

（今回の予約した相談員が担任のプランコンサルタントになります）。 

URL: https://startup-station.jp/consultant/ 

 

 

⑧ 検索結果画面で「空き状況」が「〇」のものについて、予約が可能。希望する欄の予約

ボタンを押下。 

 

 

 

ここをクリック！ 

ここをクリック！ 

https://startup-station.jp/consultant/
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⑨ 予約ボタン押下で以下のような画面が表示されますので、相談にあたっての悩み等を入

力し、相談内容確認ボタンを押下する。 

 

 

⑩ これで予約は完了です。申込み内容確認メールが届いておりますので、備忘録としてご

利用ください。 

 

 

これで、お申込みは完了です！ お疲れさまでした。 

トップへ戻り、トップ画面のログアウトをクリックすると、終了します。 
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【相談予約のキャンセルと変更について】 

一度申込んだ内容は、相談前日 23：59 まではシステムにてご自身で取り消すことが

できます。正常に取消が終了すると、「取消しました。」とメッセージが表示され、メ

ールにてその内容が届きますので、ご確認ください。 

当日のキャンセルや、やむを得ない場合のご連絡は、お電話又は電子メールにてお願

い致します。 

 

予約日時を変更したい場合は、一度申込みをキャンセルした上で、新たに予約したい

日時を予約いただけます。 
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【セミナー予約方法】 

TOKYO 創業ステーションでは、創業者及び創業予定者の方向けに各種セミナーを

開催しております。 

① セミナーにつきましては「マイページ」から「イベント・セミナーを探す」をク

リックし、イベント・セミナーの検索画面を表示して下さい。 

 

 

② セミナーのカテゴリー等を指定し、希望のイベント・セミナーを検索してくださ

い。 

 

 

 

いずれかをクリック！ 
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③ 検索したイベント・セミナー一覧より希望の項目の「詳細・項目」

ボタンを押下し、実施日・対象等詳細を確認してください。 

 

 

④ 申込む場合は、実施日・対象等詳細等確認後、「申込」ボタンを押下

し､「イベント・セミナー申込」画面にて、アンケートに回答して下

さい。 

 

 

⑤ アンケートに回答後、「申込」ボタンを押下して下さい。 

 

 

ここをクリック！ 
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⑥ 「予約状況」画面にて、申し込んだイベント・セミナーが表示され

ていることを確認してください。 
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【全般注意事項】 

●相談予約、セミナー予約ともに予約後の無断での欠席は、他のお客様の利用機会を損 

なうことにつながりますので、ご遠慮ください。ご欠席の場合は、ご面倒でもマイページ

からの操作をお願い致します。また、マイページでの操作ができない場合には、極力メー

ルでご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

●無断欠席が多い場合は、事務局よりご連絡を差し上げた上で、ご利用停止等の制限を 

させていただく場合がございますので、予めご了承ください。 

 

●予約については、「創業相談(プランコンサルティング)」向こう１回のみのご予約が可能

です。「専門相談」「融資相談」については、相談員種別それぞれ、向こう１回のみのご予

約が可能です。 

 

●ご相談時に使用する資料等に関しては、ご自身で印刷し、ご持参頂きますようお願い申し

上げます。 

※TOKYO 創業ステーション（2Ｆ）では、印刷サービスを実施しておりません。 

 

 

【問い合わせ先】 

TOKYO 創業ステーション 

千代田区丸の内 2-1-1 明治安田生命ビル低層棟２階 

TEL：03-5220-1141  

Mail：support@startup-station.jp 

担当：（公財）東京都中小企業振興公社 事業戦略部 創業支援課 

創業相談係 

 

mailto:support@startup-station.jp
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以上 


